
香取市スポーツ少年団奨励金交付要綱 

　（目的） 

第１条　この要綱は、香取市スポーツ少年団に所属する団員又は単位団に奨励金を交付し、スポーツ少年団活動

の普及奨励と競技力向上を図ることを目的とする。 

　（交付対象等） 

第２条　この奨励金は、団員又は単位団が予選会を経て関東大会以上の大会に出場する場合に次のとおり交付す

る。 

 

　（交付の申請） 

第３条　奨励金の交付を受けようとする単位団は、当該大会が開催される日の２０日前までに香取市スポーツ少

年団奨励金交付申請書兼請求書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、本部長に提出しなければならない。 

（１）開催要項等大会の内容が記載された書類の写し 

（２）予選、選考会等の大会結果を記載した書類又はその写し 

（３）大会出場選手名簿 

（４）その他本部長が必要と認める書類 

　（交付の決定） 

第４条　本部長は、奨励金の交付申請があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、

奨励金の交付を決定する。 

２　本部長は、前項の規定により奨励金の交付が決定したときは、その内容を記した奨励金交付決定通知書（様

式第２号）を申請者に通知し、奨励金を送付するものとする。 

　（実績報告） 

第５条　奨励金の交付を受けた単位団は、大会終了後１か月以内に大会出場結果報告書（様式第３号）に大会結

果が確認できる書類を添えて、本部長に提出しなければならない。 

（交付決定の取り消し） 

第６条　本部長は、奨励金の交付を受けた単位団が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付決定を

取り消すことができる。 

　（１）奨励金の交付申請に関し、虚偽又は不正があったとき 

　（２）大会出場を辞退又は棄権したとき 

　（３）大会が中止になったとき 

２　本部長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、奨励金が交付されているときは、その返

還を命ずるものとする。 

　（その他） 

第７条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。 

 
大 会 区 分

交 付 額

 個人（１人につき） 団 体

 
全 国 大 会 以 上 ５，０００円 ２０，０００円

 
関 東 大 会 等 ３，０００円 １０，０００円



附則 

この要綱は、令和８年５月２９日から施行する。


